
【決算委員会】

（1）審議概観

〔平成７年度決算外２件の審査〕

　平成７年度決算及び国有財産関係２件は、第140回国会（常会）の召集日である平成９

年１月20日に提出された。このうち７年度決算については、９年２月３日の本会議におい

て大蔵大臣からその概要報告を受け、質疑を行った後、同日、委員会に付託され、国有財

産関係２件については、９年２月４日に委員会に付託された（7年度決算外２件について

は『第140回国会参議院審議概要』90ページ及び357ページ参照）。

　委員会においては、第140回国会の９年２月５日、大蔵大臣から平成７年度決算外２件

の概要説明を、会計検査院長から平成７年度決算検査報告及び平成７年度国有財産検査報

告の概要説明を、それぞれ聴取した後、第141回国会（臨時会）までに、全般的質疑２回、

省庁別審査８回が行われた。

　第141回国会閉会後には、９年12月16日の委員会において、平成６年度決算に関する警

告決議に対して内閣の講じた措置の内容を大蔵大臣から聴取した後、締め括りの総括的質

疑（第１回）に入り、各省大臣に対する質疑が行われた。さらに、９年12月17日の締め括

りの総括的質疑（第２回）において、内閣総理大臣に対する質疑が行われた。

　第141回国会閉会後に行われた質疑の主な項目は、①行財政改革に対する政府の取組み、

②国有林野事業の抜本改革、③知的障害者に対する人権侵害、④防衛装備品の購入におけ

る過大積算、⑤会計検査機能の充実、⑥重油流出事故と油防除体制の強化、⑦公共事業の

評価システム、⑧ダム事業の見直しなどである。

　なお、大蔵大臣から報告があった平成６年度決算に関する警告議決に対して内閣の講じ

た措置を、警告議決と対比して示すと、次のとおりである。

内閣に対する警告 警告議決に対し内閣の講じた措置

（1）厚生省の前事務次官が収賄容疑で逮

　捕・起訴されたのを始め、大蔵省、厚

　生省及び通商産業省の幹部職員が関係

　業界及び業者との過度の癒着を指摘さ

　れるなど、最近の公務員をめぐる一連

　の不祥事により、行政に対する国民の

　信頼を失墜させたことは、極めて遺憾

　である。

　　政府は、国民の行政及び公務員に対

　する信頼が早急に回復されるよう、行

　政と関係業界との癒着の防止に努める

　とともに、公務員に関する具体的行為

　規範の遵守を図るなど、綱紀粛正の徹

（1）国家公務員の綱紀粛正につきまして

　は、平成８年12月に行われた事務次官

　等会議申し合わせに基づき、職員が関

　係業者等と接触するに当たっての具体

　的な禁止事項、組織全体として実効を

　担保するためのチェック体制の整備、

　違反行為に対する処分等を厳正に講ず

　ることなどを内容とする公務員倫理規

　程を各省庁が制定し、職員に対し周知

　徹底を行うとともに、関係団体等に対

　しても周知を図ったところであります。

　　今後とも、この公務員倫理規程の厳

　格な遵守を図るなどにより、綱紀の厳



底が図られるよう諸般の方策を講じる

べきである。

正な保持に努めてまいる所存でありま

す。

（2）消費税の納付について、その新規発

　生滞納額が、近年、多額で推移してお

　り、平成６年度末の滞納額も3,359億

　円に上っていることは、遺憾である。

　　政府は、消費者が負担した消費税の

　一部が国庫に納入されていない事態と

　なっていることを重く受け止め、消費

　税に対する国民の信頼を損なわない

　よう、滞納の未然防止及び滞納整理の

　促進に一層努力すべきである。

（2）消費税の滞納の未然防止につきまし

　ては、納税者に対する期限内納付につ

　いてのよりきめ細かな広報・指導等の

　徹底を図ってきたところであります。

　　また、消費税の滞納整理の促進につ

　きましては、他の税目の滞納より優先

　的に着手し、滞納者個々の実情に即し

　た厳正、的確な滞納整理を実施してき

　たところであります。

　　今後とも、消費税に対する国民の信

　頼を損なうことのないよう、消費税の

　滞納の未然防止及び滞納整理の促進に

　なお一層の努力を続けてまいる所存で

　あります。

（3）病原性大腸菌O-157による食中

　毒が全国的に発生する中で、学校給食

　においても集団食中毒が相次いで発

　生し、死者が出る事態となったことは、

　遺憾である。

　　政府は、O-157に対する総合的

　な対策を着実に進めるとともに、安全

　な学校給食が提供されるよう、衛生管

　理の徹底や施設・設備の充実を促進す

　るなど学校給食における食中毒の再発

　防止に一層努めるべきである。

（3）O－157に対する総合的な対策に

　つきましては、O－1 5 7の発生状況

　の定期的な分析・評価を行うとともに、

　O－１５７による食中毒の発生の防止、

　原因の究明、医療機関における患者の

　治療の支援のための施策を実施してい

　るところであります。

　　また、学校給食における食中毒の再

　発防止につきましては、従来から学校

　給食施設・設備の改善、調理実施上の

　改善、学校給食関係者の意識改革、学

　校等の衛生管理体制の確立など、衛生

　管理の徹底に努めているところであり

　ます。

　　さらに平成９年４月には、衛生管理

　に関する取り扱いを集約・整理した学

　校給食衛生管理の基準を作成し、学校

　給食関係者に対しその周知徹底を図っ

　たところであります。

　　今後とも、0-157に対する総合

　的な対策を推進するとともに、学校給

　食における食中毒発生の防止に一層努



めてまいる所存であります。

（4）健康保険又は厚生年金保険に関し、

　特定の国民健康保険組合に加入してい

　る土木建築業の従業員や地方公共団体

　に雇用されている嘱託職員等について

　適用漏れの事態が生じ、平成６年度決

　算検査報告において、113億円を超え

　る保険料の徴収不足が指摘されたこ

　とは、遺憾である。

　　政府は、社会保険の公平・適正な適

　用の重要性にかんがみ、社会保険事務

　所における調査確認及び指導の徹底を

　図るなど、健康保険及び厚生年金保険

　の適用の適正化に格段の努力をすべき

　である。

（4）健康保険及び厚生年金保険の適用の

　適正化につきましては、毎年度の事業

　運営上の重点課題として積極的に推進

　を図っているところであります。

　　また、国民健康保険組合に加入して

　いる土木建築業の従業員や地方公共団

　体に雇用されている嘱託職員等への適

　用につきましては、都道府県に対し、

　文書及び会議等を通じ適正化に努める

　よう改めて指導を行うともに、関係団

　体に対しても文書によりその適正化へ

　の協力を依頼したところであります。

　　今後とも、事業主に対する指導の強

　化、周知徹底を図るとともに、事業所

　調査において資格取得の届け出に関す

　る調査確認を重点として取り組み、適

　用の適正化に努めてまいる所存であり

　ます。

（5）医療費について、支払の不適切等に

　係る指摘が、決算検査報告において、

　昭和61年度以降毎年続いており、それ

　に係る国庫負担額も平成６年度までに

　78億円に上っていることは、遺憾であ

　る。

　　政府は、今後も高齢化の進展等によ

　り医療費の増加が見込まれるとともに、

　医療保険財政の状況も深刻化している

　ことにかんがみ、審査支払機関及び保

　険者等による審査点検の徹底を図る

　など、医療費の請求・審査の適正化に

　一層努力すべきである。

（5）医療費の請求・審査の適正化につき

　ましては、都道府県に対し、保険医療

　機関等に対する指導の積極的実施や審

　査支払い機関に対する審査の充実強化

　等の指導の徹底について、文書及び会

　議等を通じ重ねて指示しているところ

　であります。

　　また、社会保険診療報酬支払基金に

　おいて、高点数のレセプトを専門的に

　審査する審査専門部会の増員を行った

　ほか、保険者におけるレセプト点検を

　充実するなど、審査・点検の強化を

　図っているところであります。

　　今後とも、医療費の請求・審査の適

　正化を一層推進してまいる所存であり

　ます。

（6）国庫補助事業である特別養護老人

　ホームの施設整備等を巡り、贈収賄事

　件が発覚するなど、その国庫補助金の

（6）特別養護老人ホーム建設の施設整備

　等の適正化につきましては、平成８年

　12月、厚生省内に施設整備業務等の再



適正な支出等に関し疑惑が持たれる事

態が生じていることは遺憾である。

　政府は、今後の高齢化に対応した新

ゴールドプランの強力な推進が求めら

れている中で、こうした事態が生じた

ことを厳しく認識し、特別養護老人

ホームの施設整備等に関し早急に必要

な実態の把握を行うとともに、補助金

交付や社会福祉法人の認可等について

制度の全般にわたる見直し・再点検を

行い、社会福祉事業の適正な実施が確

保されるよう万全の対策を講じるべき

である。

点検のための調査委員会を設け、事件

の事実関係の究明とともに、社会福祉

施設に関する補助金、社会福祉法人の

認可・運営等について再点検を行った

上で、改善措置を盛り込んだ報告書を

平成９年３月末にまとめ、これに基づ

き関係通知の改正を行ったところであ

ります。

　今後とも、改善措置の徹底を図り、

社会福祉事業の適正な実施に努めてま

いる所存であります。

（7）農業構造の改善に寄与すること等を

　目的とした農業者年金事業における経

　営移譲年金について、不適正支給の事

　例が見られることは遺憾である。

　　政府は、農業者年金制度が多額の国

　庫助成を行わざるを得ない状況となっ

　ていることにもかんがみ、その支給の

　適正化に万全を期するとともに、年金

　財政の健全化、情報開示に向けて今後

　とも更に努力すべきである。

（7）農業者年金事業における経営移譲年

　金の支給につきましては、不適正支給

　となった額について返還の措置を講じ

　るとともに、その再発を防止するため、

　業務受託機関に対し、文書及び会議等

　を通じ年金事業の適正な実施に努める

　よう強く指導を行ったところでありま

　す。

　　また、年金財政の健全化のため、新

　規加入者の確保等に努めるとともに、

　広く国民に農業者年金基金の財務諸表

　等の公開を行ったところであります。

　　今後とも、農業者年金事業の適正な

　実施に万全を期すとともに、年金財政

　の健全化、情報開示に努力してまいる

　所存であります。

（8）労働者災害補償保険の診療費の算定

　について、全国的な統一基準が定めら

　れているにもかかわらず、これと異な

　る割高な料金を設定したいわゆる地域

　特掲料金が、なお一部の都県において

　解消されていないことは遺憾である。

　　政府は、地域特掲料金の解消につい

　て平成元年度決算検査報告で指摘され

　て以来、既に６年が経過していること

　にかんがみ、その完全解消の早期実現

（8）労働者災害補償保険の診療費の算定

　における地域特掲料金の解消につきま

　しては、労働省と関係団体が調整を

　行った結果、完全解消を図ることにつ

　いて平成９年３月合意が成立したとこ

　ろであり、その早期実現のため積極的

　に努力しているところであります。

　　今後とも、統一基準による適正な執

　行に万全を期してまいる所存でありま

　す。



に努力すべきである。

（9）国庫補助事業に係る食糧費の使用に

　ついて、補助事業との関連性が明確で

　なく、また、その経理関係書類が不備

　である等の不適切な事態が見られたこ

　とは遺憾である。

　　政府は、食糧費の使用について、今

　後国民の疑念を生じさせないよう、補

　助事業者である地方公共団体に対し一

　層の指導に努めるとともに、食糧費を

　含む事務費の支出状況を的確に把握し、

　不適正な使用が明らかになった場合に

　は返還を命じる等、厳正な措置を講じ

　るべきである。

（9）国庫補助事業に係る食糧費の使用等

　につきましては、関係省庁において、

　都道府県に対して食糧費の使用及び経

　理処理を適切に行うよう通達を発する

　などにより、食糧費の使途の範囲の明

　確化、補助事業者等における事務処理

　の適正化、審査・確認に当たっての関

　係書類の整備等を指導したところであ

　ります。

　　また、食糧費を含む事務費の支出に

　関して不適切な使用が明らかとなった

　場合には、補助金等の交付決定取り消

　し処分を行うとともに、加算金を付し

　て補助金等を返還させるなど、厳正な

　措置を講じてきたところであります。

　　今後とも、地方公共団体に対し、国

　庫補助事業に係る事務費の適正な執行

　を図るよう、一層の指導に努めてまい

　る所存であります。

(10)各地の地方公共団体において、いわ

　ゆる食糧費の不正使用やカラ出張・カ

　ラ飲食等による不適正な公費支出が相

　次いで明らかとなり、しかも、公正な

　行財政執行を確保すべき監査委員及び

　同事務局においても同様な公費支出が

　見られたことは、遺憾である。

　　政府は、公正で能率的な行政の確保

　という監査委員制度本来の機能が発揮

　されるよう必要な指導等に努めるとと

　もに、地方分権の推進に伴う監査機能

　の充実方策について検討すべきである。

(10)地方公共団体の監査機能の充実につ

　きましては、第140回国会において、地

　方公共団体の行政体制の整備と適正な

　予算執行の確保を図る観点から、外部

　監査制度の導入と現行監査制度の充実

　を主な内容とする地方自治法の一部改

　正を行ったところであります。

　　今後とも、この改正法の趣旨の徹底

　を図るなど、地方公共団体に対し、監

　査機能の充実について指導してまいる

　所存であります。

　９年12月17日の委員会において、質疑を終局した後、委員長より平成７年度決算の議決

案が示された。その内容は「1.平成７年度決算は、これを是認する。 2.内閣に対し、

次のとおり警告する。（以下６項目〈略〉）」というものである。

　討論では、日本共産党より、平成７年度決算並びに国有財産増減及び現在額総計算書に

ついて是認することに反対、内閣に対する警告案についても反対、国有財産無償貸付状況



総計算書については賛成する旨の意見が述べられた後、自由民主党より、平成７年度決算

外２件を是認することに賛成するとともに、内閣に対する警告案についても賛成する旨の

意見が述べられた。

　以上で討論を終局し、採決の結果、平成７年度決算は賛成多数をもって是認すべきもの

と議決され、内閣に対する警告案は賛成多数をもって警告すべきものと議決された。また、

平成７年度国有財産増減及び現在額総計算書は賛成多数をもって、平成７年度国有財産無

償貸付状況総計算書は全会一致をもって、それぞれ是認すべきものと議決された。

　内閣に対する警告の骨子は、①費用対効果分析や事業効果の評価による公共事業の効率

的整備と公共事業予算の重点化・効率化、②動燃の相次ぐ事故と「動燃改革」への取組み、

③動燃の予算要求・予算執行とウラン廃棄物の安全管理、④国有林野事業の抜本改革、⑤

知的障害者雇用をめぐる人権侵害等の再発防止、⑥首都高速道路公団をめぐる談合事件と

　「官製談合」の根絶である（全文は、本誌Ⅲの４【決算に対する議決】を参照されたい）。

〔平成８年度決算外２件の審査〕

　平成８年度決算及び国有財産関係２件は、第142回国会の召集日である平成10年１月12

日に提出された。うち８年度決算は、10年２月18日の本会議において大蔵大臣からその概

要報告を受け、質疑を行った後、同日、委員会に付託され、国有財産関係２件についても、

同日、委員会に付託された。

　平成８年度決算の概要は次のとおりである（本誌Ⅲの２の（8）「松永大蔵大臣の平成８

年度決算の概要についての報告」を参照）。

　平成８年度一般会計歳入歳出決算における歳入決算額は81兆8,090億円、歳出決算額は7

8兆8,478億円であり、差し引き２兆9,611億円の剰余を生じた。この剰余金は財政法第41

条の規定により、平成９年度一般会計歳入に繰り入れられた。８年度一般会計予算中の翌

年度への繰越額は２兆3,495億円、不用額は2,511億円、また、財政法第６条の純剰余金は

4,442億円である。

　平成８年度特別会計歳入歳出決算における38の各特別会計の収納済歳入額を合計した歳

入決算額は280兆7,144億円、支出済歳出額を合計した歳出決算額は245兆2,104億円である。

　平成８年度国税収納金整理資金受払計算書における資金への収納済額は56兆6,724億円

であり、資金からの支払命令済額は３兆237億円、一般会計等の歳入への組入額は53兆6,3

48億円である。

　平成８年度政府関係機関決算書における11機関の収入済額を合計した収入決算額は７兆

4,779億円、支出済額を合計した支出決算額は７兆3,847億円である。

　国有財産関係２件の概要は次のとおりである。

　平成８年度国有財産増減及び現在額総計算書における８年度中の国有財産の差引純増加

額は４兆1,860億円、８年度末現在額は91兆6,054億円である。

　平成８年度国有財産無償貸付状況総計算書における８年度中の国有財産の無償貸付の差

引純増加額は210億円、８年度末現在額は１兆1,603億円である。

　委員会においては、10年３月11日、大蔵大臣から平成８年度決算外２件の概要説明を、

会計検査院長から平成８年度決算検査報告及び平成８年度国有財産検査報告の概要説明

を、それぞれ聴取した。



（2）委員会経過

○平成９年12月16日（火）（第141回国会閉会後第１回）

○理事の補欠選任を行った。

○平成６年度決算についての警告に対する政府の措置について三塚大蔵大臣から説明を

　聴いた。

○平成７年度決算外２件について町村文部大臣、島村農林水産大臣、上杉自治大臣、小

　泉厚生大臣、小里総務庁長官、三塚大蔵大臣、尾身経済企画庁長官、瓦建設大臣、大

　木環境庁長官、鈴木北海道開発庁長官、伊吹労働大臣、下稲葉法務大臣、小渕外務大

　臣、久間防衛庁長官、自見郵政大臣、根來公正取引委員会委員長、厚生省、公正取引

　委員会、総務庁、自治省、大蔵省、林野庁、農林水産省、建設省、法務省、外務省及

　び郵政省当局に対し質疑を行った。

○平成９年12月17日（水）（第141回国会閉会後第２回）

○平成７年度決算外２件について橋本内閣総理大臣、瓦建設大臣、三塚大蔵大臣、疋田

　会計検査院長、建設省、大蔵省及び防衛庁当局に対し質疑を行い、討論の後、

　平成７年度一般会計歳入歳出決算、平成７年度特別会計歳入歳出決算、平成７年度国

　税収納金整理資金受払計算書、平成７年度政府関係機関決算書を議決し、

　平成７年度国有財産増減及び現在額総計算書並びに平成７年度国有財産無償貸付状況

　総計算書をいずれも是認すべきものと議決した後、

三塚大蔵大臣、谷垣科学技術庁長官、島村農林水産大臣、伊吹労働大臣及び瓦建設大

臣から発言があった。

(平成７年度一般会計歳入歳出決算、平成７年度特別会計歳入歳出決算、平成７年度

国税収納金整理資金受払計算書、平成７年度政府関係機関決算書)

賛成会派　自民、平成、民緑、社民、自由、さき

反対会派　共産、新社

(警告決議)

　　賛成会派　自民、平成、民緑、社民、自由、さき

　　反対会派　共産、新社

(平成７年度国有財産増減及び現在額総計算書)

　賛成会派　自民、平成、民緑、社民、自由、さき、新社

　反対会派　共産

(平成7年度国有財産無償貸付状況総計算書)

　賛成会派　自民、平成、民緑、社民、共産、自由、さき、新社

　反対会派　なし

○平成10年１月30日（金）（第1回）

　○理事の補欠選任を行った。



○国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査を行うことを決定した。

○平成10年３月11日（水）（第２回）

○平成８年度決算外２件の審査並びに国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査

　のため政府関係機関等の役職員を必要に応じ参考人として出席を求めることを決定し

　た。

○平成８年度一般会計歳入歳出決算、平成８年度特別会計歳入歳出決算、平成８年度国

　税収納金整理資金受払計算書、平成8年度政府関係機関決算書

平成８年度国有財産増減及び現在額総計算書

平成８年度国有財産無償貸付状況総計算書

　以上３件について松永大蔵大臣から説明を聴いた後、会計検査院の検査報告につい

て疋田会計検査院長から説明を聴いた。

○平成10年６月17日（水）（第３回）

○理事の補欠選任を行った。

○国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査の継続調査要求書を提出することを

　決定した。



（3）付託議案審議表

・予備費等承諾を求めるの件（8件）

件　　　　　名

先

議

院

提出月日

参　　議　　院 衆　　議　　院

委員会

付　託

委員会

議　　決

本会議

議　　決

委員会

付　　託

委員会

議　　決

本　会　議

議　　　決

平成８年度一般会計予備費使用総調書及び各省各

庁所管使用調書

衆

9. 5.27

(第140回国会)

10. 1.12

決算行

政監視

継続審査

平成８年度特別会計予算総則第14条に基づく経費

増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書

"

5.27

(第140回国会)

1.12

決算行
政監視

継続審査

平成９年度一般会計予備費使用総調書及び各省各

庁所管使用調書(その1)

" 10. 3.31

継続審査

(決算行

　政監視)

平成９年度特別会計予備費使用総調書及び各省各

庁所管使用調書（その1）

 " 3.31

継続審査

(決算行

　政監視)

平成９年度特別会計予算総則第13条に基づく経

費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書

(その1)

" 3.31

継続審査

(決算行

　政監視)

平成９年度一般会計予備費使用総調書及び各省各

庁所管使用調書(その2)

" 5.29

継続審査

(決算行

　政監視)

平成９年度特別会計予備費使用総調書及び各省各

庁所管使用調書（その2）

" 5.29

継続審査

(決算行

　政監視)

平成９年度特別会計予算総則第13条に基づく経

費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書

(その2)

" 5.29

継続審査

(決算行

　政監視)



・決算その他（6件）

※は第141回国会閉会中における議決

備考欄記載事項は本院についてのもの

件　　　　　名 提出月日

参　　議　　院 衆　　議　　院

委員会
付　託

委員会
議　決

本会議

議　　決

委員会

付　　託

委員会

議　　決

本会議

議　　決

平成７年度一般会計歳入歳出決算、平成７年度特別

会計歳入歳出決算、平成７年度国税収納金整理資金

受払計算書、平成7年度政府関係機関決算書

9. 1.20

(第140回国会)

9. 2. 3

9.12.17

※議決

10. 1.14

議　　決

○第140回国会 9. 2. 3 大蔵大臣報告 継続○第141回国会 継続

平成７年度国有財産増減及び現在額総計算書

1.20

(第140回国会)
2. 4

12.17

※議　決

1 .14

議　　決

○第140･第141回国会 継続

平成７年度国有財産無償貸付状況総計算書

1.20

(第140回国会)
2. 4

12.17

※議　決

1.14

議　　決

○第140 ･ 第141回国会 継続

平成８年度一般会計歳入歳出決算、平成８年度特別

会計歳入歳出決算、平成８年度国税収納金整理資金

受払計算書、平成８年度政府関係機関決算書

10. 1.12 10. 2.18

継続審査

(決算行

　政監視)

○第142回国会 10. 2.18 大蔵大臣報告

平成８年度国有財産増減及び現在額総計算書 1 .12 2.18

継続審査

(決算行

　政監視)

平成８年度国有財産無償貸付状況総計算書 1.12 2.18

継続審査

(決算行

　政監視)




